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安
全
保
障
会
議
設
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案 

対
照
表 

○ 

安
全
保
障
会
議
設
置
法
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
七
十
一
号
）
（
第
一
条
関
係
） 

 
 
 
 
 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
。
破
線
部
分
は
修
正
部
分
） 

 
 

 
 

 
 

修 

正 

案 

改 

正 

案 

現 
 

行 

 
 

 
 

 

 

（
所
掌
事
務
等
） 

第
二
条 

（
略
） 

２ 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま

で
に
掲
げ
る
事
項
並
び
に
同
項
第
五
号
か
ら
第
八
号

ま
で
及
び
第
十
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
内
閣
総
理

大
臣
が
必
要
と
認
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
会
議
に

諮
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

（
略
） 

  

（
資
料
提
供
等
） 

第
六
条 

内
閣
官
房
長
官
及
び
関
係
行
政
機
関
の
長

は
、
会
議
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
会
議
に
対
し
、

国
家
安
全
保
障
に
関
す
る
資
料
又
は
情
報
で
あ
つ

て
、
会
議
の
審
議
に
資
す
る
も
の
を
、
適
時
に
提
供

す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
所
掌
事
務
等
） 

第
二
条 

（
略
） 

２ 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
項
第
一
号
か
ら
第
八
号
ま

で
及
び
第
十
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
会
議

に
諮
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

３ 

（
略
） 

 

（
資
料
提
供
等
） 

第
六
条 

内
閣
官
房
長
官
及
び
関
係
行
政
機
関
の
長

は
、
会
議
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
会
議
に
対
し
、

国
家
安
全
保
障
に
関
す
る
資
料
又
は
情
報
で
あ
つ

て
、
会
議
の
審
議
に
資
す
る
も
の
を
、
適
時
に
提
供

す
る
も
の
と
す
る
。 

（
内
閣
総
理
大
臣
の
諮
問
等
） 

第
二
条 

（
略
） 

２ 

前
項
に
定
め
る
場
合
の
ほ
か
、
会
議
は
、
国
防
に

関
す
る
重
要
事
項
及
び
重
大
緊
急
事
態
へ
の
対
処
に

関
す
る
重
要
事
項
に
つ
き
、
必
要
に
応
じ
、
内
閣
総

理
大
臣
に
対
し
、
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
新
設
） 

  

（
新
設
） 
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２ 
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
内
閣
官
房
長
官
及

び
関
係
行
政
機
関
の
長
は
、
議
長
の
求
め
に
応
じ
て
、

会
議
に
対
し
、
国
家
安
全
保
障
に
関
す
る
資
料
又
は

情
報
の
提
供
及
び
説
明
そ
の
他
必
要
な
協
力
を
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

内
閣
官
房
長
官
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ

れ
る
資
料
又
は
情
報
の
提
供
及
び
説
明
そ
の
他
必
要

な
協
力
の
状
況
に
つ
い
て
整
理
し
、
議
長
に
報
告
す

る
も
の
と
す
る
。 

  

（
関
係
者
の
出
席
） 

第
八
条 

内
閣
官
房
副
長
官
は
、
会
議
に
出
席
し
、
議

長
の
許
可
を
受
け
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き

る
。 

   

２ 

（
略
） 

  

（
議
事
） 

２ 

会
議
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
内
閣

官
房
長
官
及
び
関
係
行
政
機
関
の
長
に
対
し
、
国
家

安
全
保
障
に
関
す
る
資
料
又
は
情
報
の
提
供
及
び
説

明
そ
の
他
必
要
な
協
力
を
す
る
よ
う
求
め
る
こ
と
が

で
き
る
。 

（
新
設
） 

     
（
関
係
者
の
出
席
） 

第
八
条 

内
閣
官
房
副
長
官
及
び
国
家
安
全
保
障
担
当

内
閣
総
理
大
臣
補
佐
官
（
内
閣
法
第
二
十
一
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
国
家
安
全
保
障
に
関
す
る
重
要
政

策
を
担
当
す
る
者
と
し
て
指
定
さ
れ
た
内
閣
総
理
大

臣
補
佐
官
を
い
う
。
）
は
、
会
議
に
出
席
し
、
議
長

の
許
可
を
受
け
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

（
略
） 

  

（
議
事
） 

           

（
関
係
者
の
出
席
） 

第
七
条 

（
新
設
） 

     

（
略
） 

  

（
議
事
） 
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第
十
一
条 

会
議
の
議
事
に
つ
い
て
は
、
議
事
録
を
作

成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
会
議
の
議
事
に
関

し
必
要
な
事
項
は
、
議
長
が
会
議
の
議
を
経
て
定
め

る
。 

  

（
事
務
） 

第
十
二
条 

会
議
に
関
す
る
事
務
は
、
内
閣
官
房
に
お

い
て
処
理
し
、
命
を
受
け
て
内
閣
官
房
副
長
官
補
が

掌
理
す
る
。 

 
第
十
一
条 

（
新
設
） 

  
 

会
議
の
議
事
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
議
長
が
会

議
の
議
を
経
て
定
め
る
。 

   

（
事
務
） 

第
十
二
条 

会
議
の
事
務
は
、
国
家
安
全
保
障
局
に
お

い
て
処
理
す
る
。 

第
九
条 

 

（
略
） 

    

（
事
務
） 

第
十
条 

会
議
に
関
す
る
事
務
は
、
内
閣
官
房
に
お
い

て
処
理
し
、
命
を
受
け
て
内
閣
官
房
副
長
官
補
が
掌

理
す
る
。 
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○ 
内
閣
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
号
）
（
第
二
条
関
係
） 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
。
破
線
部
分
は
修
正
部
分
） 

 
 

 
 

 
 

修 

正 

案 

改 

正 

案 

現 
 

行 

 
 

 
 

 

第
十
四
条 

内
閣
官
房
に
、
内
閣
官
房
副
長
官
四
人
を

置
く
。 

２
・
３ 

（
略
） 

４ 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
内
閣
官
房
副
長
官
の
中
か
ら
、

我
が
国
の
安
全
保
障
（
以
下
「
国
家
安
全
保
障
」
と

い
う
。
）
及
び
危
機
管
理
（
国
民
の
生
命
、
身
体
又
は

財
産
に
重
大
な
被
害
が
生
じ
、
又
は
生
じ
る
お
そ
れ

が
あ
る
緊
急
の
事
態
へ
の
対
処
及
び
当
該
事
態
の
発

生
の
防
止
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
関
す
る
事
務
を

つ
か
さ
ど
る
者
（
以
下
「
国
家
安
全
保
障
危
機
管
理

担
当
内
閣
官
房
副
長
官
」
と
い
う
。
）
を
指
定
す
る
も

の
と
す
る
。 

 

第
十
五
条 

内
閣
官
房
に
、
内
閣
安
全
保
障
危
機
管
理

監
一
人
を
置
く
。 

２ 

内
閣
安
全
保
障
危
機
管
理
監
は
、
内
閣
官
房
長
官

第
十
四
条 

内
閣
官
房
に
、
内
閣
官
房
副
長
官
三
人
を

置
く
。 

２
・
３ 

（
略
） 

（
新
設
） 

         

第
十
五
条 

内
閣
官
房
に
、
内
閣
危
機
管
理
監
一
人
を

置
く
。 

２ 

内
閣
危
機
管
理
監
は
、
内
閣
官
房
長
官
及
び
内
閣

第
十
四
条 

（
略
） 

 

２
・
３ 

（
略
） 

          

第
十
五
条 

（
略
） 

 

２ 

内
閣
危
機
管
理
監
は
、
内
閣
官
房
長
官
及
び
内
閣
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及
び
国
家
安
全
保
障
危
機
管
理
担
当
内
閣
官
房
副
長

官
を
助
け
、
命
を
受
け
て
内
閣
官
房
の
事
務
の
う
ち

国
家
安
全
保
障
に
関
す
る
外
交
政
策
及
び
防
衛
政
策

の
基
本
方
針
並
び
に
こ
れ
ら
の
政
策
に
関
す
る
重
要

事
項
に
関
す
る
も
の
並
び
に
危
機
管
理
に
関
す
る
も

の
（
国
の
防
衛
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。）
を
掌
理
す

る
。 

３ 

内
閣
安
全
保
障
危
機
管
理
監
の
任
免
は
、
内
閣
総

理
大
臣
の
申
出
に
よ
り
、
内
閣
に
お
い
て
行
う
。 

４ 

国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十

号
）
第
九
十
六
条
第
一
項
、
第
九
十
八
条
第
一
項
、

第
九
十
九
条
並
び
に
第
百
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の

規
定
は
、
内
閣
安
全
保
障
危
機
管
理
監
の
服
務
に
つ

い
て
準
用
す
る
。 

５ 

内
閣
安
全
保
障
危
機
管
理
監
は
、
在
任
中
、
内
閣

総
理
大
臣
の
許
可
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
報
酬
を
得

て
他
の
職
務
に
従
事
し
、
又
は
営
利
事
業
を
営
み
、

そ
の
他
金
銭
上
の
利
益
を
目
的
と
す
る
業
務
を
行
つ

て
は
な
ら
な
い
。 

 

官
房
副
長
官
を
助
け
、
命
を
受
け
て
内
閣
官
房
の
事

務
の
う
ち
危
機
管
理
（
国
民
の
生
命
、
身
体
又
は
財

産
に
重
大
な
被
害
が
生
じ
、
又
は
生
じ
る
お
そ
れ
が

あ
る
緊
急
の
事
態
へ
の
対
処
及
び
当
該
事
態
の
発
生

の
防
止
を
い
う
。
第
十
七
条
第
二
項
第
一
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
関
す
る
も
の
（
国
の
防
衛
に
関
す
る
も

の
を
除
く
。）
を
統
理
す
る
。 

３ 

内
閣
危
機
管
理
監
の
任
免
は
、
内
閣
総
理
大
臣
の

申
出
に
よ
り
、
内
閣
に
お
い
て
行
う
。 

４ 

国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十

号
）
第
九
十
六
条
第
一
項
、
第
九
十
八
条
第
一
項
、

第
九
十
九
条
並
び
に
第
百
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の

規
定
は
、
内
閣
危
機
管
理
監
の
服
務
に
つ
い
て
準
用

す
る
。 

５ 

内
閣
危
機
管
理
監
は
、
在
任
中
、
内
閣
総
理
大
臣

の
許
可
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
報
酬
を
得
て
他
の
職

務
に
従
事
し
、
又
は
営
利
事
業
を
営
み
、
そ
の
他
金

銭
上
の
利
益
を
目
的
と
す
る
業
務
を
行
つ
て
は
な
ら

な
い
。 

 

官
房
副
長
官
を
助
け
、
命
を
受
け
て
内
閣
官
房
の
事

務
の
う
ち
危
機
管
理
（
国
民
の
生
命
、
身
体
又
は
財

産
に
重
大
な
被
害
が
生
じ
、
又
は
生
じ
る
お
そ
れ
が

あ
る
緊
急
の
事
態
へ
の
対
処
及
び
当
該
事
態
の
発
生

の
防
止
を
い
う
。
）
に
関
す
る
も
の
（
国
の
防
衛
に
関

す
る
も
の
を
除
く
。）
を
統
理
す
る
。 

 

３ 

（
略
） 

 

 

４ 

（
略
） 

    

５ 

（
略
） 
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（
削
る
） 

                   

第
十
七
条 

内
閣
官
房
に
、
国
家
安
全
保
障
局
を
置
く
。 

２ 

国
家
安
全
保
障
局
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か

さ
ど
る
。 

一 

第
十
二
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に

掲
げ
る
事
務
の
う
ち
我
が
国
の
安
全
保
障
（
第
二

十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
「
国
家
安
全
保
障
」
と

い
う
。
）
に
関
す
る
外
交
政
策
及
び
防
衛
政
策
の
基

本
方
針
並
び
に
こ
れ
ら
の
政
策
に
関
す
る
重
要
事

項
に
関
す
る
も
の
（
危
機
管
理
に
関
す
る
も
の
及

び
内
閣
広
報
官
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
） 

二 

国
家
安
全
保
障
会
議
設
置
法
（
昭
和
六
十
一
年

法
律
第
七
十
一
号
）
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
国

家
安
全
保
障
局
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
国
家

安
全
保
障
会
議
の
事
務 

三 

国
家
安
全
保
障
会
議
設
置
法
第
六
条
の
規
定
に

よ
り
国
家
安
全
保
障
会
議
に
提
供
さ
れ
た
資
料
又

は
情
報
そ
の
他
の
前
二
号
に
掲
げ
る
事
務
に
係
る

資
料
又
は
情
報
を
総
合
し
て
整
理
す
る
事
務 

３ 

国
家
安
全
保
障
局
に
、
国
家
安
全
保
障
局
長
を
置

く
。 

（
新
設
） 
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第
十
七
条 

（
略
） 

２ 

内
閣
官
房
副
長
官
補
は
、
内
閣
官
房
長
官
、
内
閣

官
房
副
長
官
、
内
閣
安
全
保
障
危
機
管
理
監
及
び
内

閣
情
報
通
信
政
策
監
を
助
け
、
命
を
受
け
て
内
閣
官

房
の
事
務
（
第
十
二
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
も

の
並
び
に
内
閣
広
報
官
及
び
内
閣
情
報
官
の
所
掌
に

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
掌
理
す
る
。 

３ 

（
略
） 

４ 

国
家
安
全
保
障
局
長
は
、
内
閣
官
房
長
官
及
び
内

閣
官
房
副
長
官
を
助
け
、
命
を
受
け
て
局
務
を
掌
理

す
る
。 

５ 

第
十
五
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
は
、

国
家
安
全
保
障
局
長
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

６ 

国
家
安
全
保
障
局
に
、
国
家
安
全
保
障
局
次
長
二

人
を
置
く
。 

７ 

国
家
安
全
保
障
局
次
長
は
、
国
家
安
全
保
障
局
長

を
助
け
、
局
務
を
整
理
す
る
も
の
と
し
、
内
閣
総
理

大
臣
が
内
閣
官
房
副
長
官
補
の
中
か
ら
指
名
す
る
者

を
も
つ
て
充
て
る
。 

 

第
十
八
条 
（
略
） 

２ 

内
閣
官
房
副
長
官
補
は
、
内
閣
官
房
長
官
、
内
閣

官
房
副
長
官
、
内
閣
危
機
管
理
監
及
び
内
閣
情
報
通

信
政
策
監
を
助
け
、
命
を
受
け
て
内
閣
官
房
の
事
務

（
第
十
二
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
並
び
に

国
家
安
全
保
障
局
、
内
閣
広
報
官
及
び
内
閣
情
報
官

の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
掌
理
す
る
。 

３ 

（
略
） 

            

第
十
七
条 

（
略
） 

２ 

内
閣
官
房
副
長
官
補
は
、
内
閣
官
房
長
官
、
内
閣

官
房
副
長
官
、
内
閣
危
機
管
理
監
及
び
内
閣
情
報
通

信
政
策
監
を
助
け
、
命
を
受
け
て
内
閣
官
房
の
事
務

（
第
十
二
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
並
び
に

内
閣
広
報
官
及
び
内
閣
情
報
官
の
所
掌
に
属
す
る
も

の
を
除
く
。
）
を
掌
理
す
る
。 

３ 

（
略
） 
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第
十
八
条 
（
略
） 

２ 

内
閣
広
報
官
は
、
内
閣
官
房
長
官
、
内
閣
官
房
副

長
官
、
内
閣
安
全
保
障
危
機
管
理
監
及
び
内
閣
情
報

通
信
政
策
監
を
助
け
、
第
十
二
条
第
二
項
第
二
号
か

ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て
必
要
な
広

報
に
関
す
る
こ
と
を
処
理
す
る
ほ
か
、
同
項
第
二
号

か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
広
報
に
関

す
る
も
の
を
掌
理
す
る
。 

３ 

（
略
） 

 

第
十
九
条 

（
略
） 

２ 

内
閣
情
報
官
は
、
内
閣
官
房
長
官
、
内
閣
官
房
副

長
官
、
内
閣
安
全
保
障
危
機
管
理
監
及
び
内
閣
情
報

通
信
政
策
監
を
助
け
、
第
十
二
条
第
二
項
第
六
号
に

掲
げ
る
事
務
を
掌
理
す
る
。 

３ 

（
略
） 

 

第
二
十
条 

内
閣
官
房
に
、
内
閣
総
理
大
臣
補
佐
官
五

人
以
内
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。 

 

第
十
九
条 

（
略
） 

２ 

内
閣
広
報
官
は
、
内
閣
官
房
長
官
、
内
閣
官
房
副

長
官
、
内
閣
危
機
管
理
監
及
び
内
閣
情
報
通
信
政
策

監
を
助
け
、
第
十
二
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
五
号

ま
で
に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て
必
要
な
広
報
に
関
す

る
こ
と
を
処
理
す
る
ほ
か
、
同
項
第
二
号
か
ら
第
五

号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
広
報
に
関
す
る
も
の

を
掌
理
す
る
。 

３ 

（
略
） 

 
第
二
十
条 

（
略
） 

２ 

内
閣
情
報
官
は
、
内
閣
官
房
長
官
、
内
閣
官
房
副

長
官
、
内
閣
危
機
管
理
監
及
び
内
閣
情
報
通
信
政
策

監
を
助
け
、
第
十
二
条
第
二
項
第
六
号
に
掲
げ
る
事

務
を
掌
理
す
る
。 

３ 

（
略
） 

 

第
二
十
一
条 

内
閣
官
房
に
、
内
閣
総
理
大
臣
補
佐
官

五
人
以
内
を
置
く
。 

 

第
十
八
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

      

３ 

（
略
） 

 

第
十
九
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

   

３ 

（
略
） 

 

第
二
十
条 

内
閣
官
房
に
、
内
閣
総
理
大
臣
補
佐
官
五

人
以
内
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。 
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２ 
（
略
） 

（
削
る
） 

  

３ 

（
略
） 

４ 

（
略
） 

 

第
二
十
一
条
及
び
第
二
十
二
条 

（
略
） 

 

第
二
十
三
条 

内
閣
官
房
の
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
た

め
必
要
な
内
部
組
織
に
つ
い
て
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

  

第
二
十
四
条 

（
略
） 

 

２ 

（
略
） 

３ 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
内
閣
総
理
大
臣
補
佐
官
の
中

か
ら
、
国
家
安
全
保
障
に
関
す
る
重
要
政
策
を
担
当

す
る
者
を
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

（
略
） 

５ 

（
略
） 

 

第
二
十
二
条
及
び
第
二
十
三
条 

（
略
） 

 

第
二
十
四
条 

こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
内

閣
官
房
の
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
た
め
必
要
な
内
部

組
織
に
つ
い
て
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

 

第
二
十
五
条 
（
略
） 

 

２ 

（
略
） 

（
新
設
） 

 

  

３ 

（
略
） 

４ 

（
略
） 

 

第
二
十
一
条
及
び
第
二
十
二
条 

（
略
） 

 

第
二
十
三
条 

内
閣
官
房
の
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
た

め
必
要
な
内
部
組
織
に
つ
い
て
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

  

第
二
十
四
条 

（
略
） 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

- 10 - 

○ 
安
全
保
障
会
議
設
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
題
名
及
び
附
則
関
係
） 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

（
傍
線
部
分
は
修
正
部
分
） 

修 

正 

案 

改 

正 

案 
 

 

 
 
 

安
全
保
障
会
議
設
置
法
及
び
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律 

 
 
 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

   

（
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
改
正
） 

２ 

次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
中
「
内
閣
危
機
管
理
監
」
を
「
内
閣
安
全
保
障
危
機

管
理
監
」
に
改
め
る
。 

一 

国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
二
条
第
三
項
第
五

号
の
二 

二 

特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
五
十

二
号
）
第
一
条
第
七
号
及
び
別
表
第
一
官
職
名
の
欄 

三 

原
子
力
基
本
法
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
三
条
の
五
第
四
項

第
一
号 

四 

災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
）
第
二
十
八
条

の
三
第
六
項
第
二
号 

五 

大
規
模
地
震
対
策
特
別
措
置
法
（
昭
和
五
十
三
年
法
律
第
七
十
三
号
）
第
十

 
 

 

安
全
保
障
会
議
設
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
か
ら
第
四
条
ま

で
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政

令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
安
全
保
障
会
議
設
置
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
前
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日

の
前
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
家
安
全
保
障

会
議
設
置
法
第
八
条
第
一
項
及
び
第
十
二
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項

中
「
内
閣
官
房
副
長
官
及
び
国
家
安
全
保
障
担
当
内
閣
総
理
大
臣
補
佐
官
（
内
閣

法
第
二
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
国
家
安
全
保
障
に
関
す
る
重
要
政
策
を

担
当
す
る
者
と
し
て
指
定
さ
れ
た
内
閣
総
理
大
臣
補
佐
官
を
い
う
。
）
」
と
あ
る

の
は
「
内
閣
官
房
副
長
官
」
と
し
、
同
条
中
「
会
議
の
」
と
あ
る
の
は
「
会
議
に

関
す
る
」
と
、
「
国
家
安
全
保
障
局
に
お
い
て
処
理
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
内
閣

官
房
に
お
い
て
処
理
し
、
命
を
受
け
て
内
閣
官
房
副
長
官
補
が
掌
理
す
る
」
と
す

る
。 
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一
条
第
六
項
第
二
号 

六 

原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
第
十

七
条
第
七
項
第
二
号 
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○ 
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
（
第
三
条
及
び
附
則
第
二
項
第
一
号
関
係
） 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
。
破
線
部
分
は
修
正
部
分
） 

 
 

 

 
 

 

修 

正 

案 

改 

正 

案 

現 
 

行 

 
 

 
 

 

 
(

一
般
職
及
び
特
別
職) 

第
二
条 

（
略
） 

② 

（
略
） 

③ 

（
略
） 

 

一
～
五 

（
略
） 

 

五
の
二 

内
閣
安
全
保
障
危
機
管
理
監
及
び
内
閣
情

報
通
信
政
策
監 

（
削
る
） 

 

五
の
三 

（
略
） 

 

六
～
十
七 

（
略
） 

④
～
⑦ 

（
略
） 

 
(

一
般
職
及
び
特
別
職) 

第
二
条 

（
略
） 

② 

（
略
） 

③ 

（
略
） 

 

一
～
五 

（
略
） 

 

五
の
二 

内
閣
危
機
管
理
監
及
び
内
閣
情
報
通
信
政

策
監 

 
五
の
三 

国
家
安
全
保
障
局
長 

 

五
の
四 

（
略
） 

 

六
～
十
七 

（
略
） 

④
～
⑦ 

（
略
） 

 

（
一
般
職
及
び
特
別
職
） 

第
二
条 

（
略
） 

② 

（
略
） 

③ 

特
別
職
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
の
職
と
す
る
。 

 

一
～
五 

（
略
） 

 

五
の
二 

内
閣
危
機
管
理
監
及
び
内
閣
情
報
通
信
政

策
監 

（
新
設
） 

 

五
の
三 

内
閣
官
房
副
長
官
補
、
内
閣
広
報
官
及
び

内
閣
情
報
官 

六
～
十
七 

（
略
） 

④
～
⑦ 

（
略
） 
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○ 
特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
五
十
二
号
）
（
第
四
条
及
び
附
則
第
二
項
第
二
号
関
係
） 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
。
破
線
部
分
は
修
正
部
分
） 

 
 

 
 

 
 

修 

正 

案 

改 

正 

案 

現 
 

行 

 
 

 
 

 

 

（
目
的
及
び
適
用
範
囲
） 

第
一
条 

（
略
） 

 

一
～
六 

（
略
） 

 

七 

内
閣
安
全
保
障
危
機
管
理
監
及
び
内
閣
情
報
通

信
政
策
監 

（
削
る
） 

 

八 

内
閣
官
房
副
長
官
補
、
内
閣
広
報
官
及
び
内
閣

情
報
官 

 

九
～
七
十
五 

（
略
） 

 

別
表
第
一 

（
第
三
条
関
係
） 

 

官
職
名 

俸
給
月
額 

 

 

（
略
） 

（
略
） 

 

 

検
査
官
（
会
計
検
査
院

長
を
除
く
。
） 

人
事
官
（
人
事
院
総
裁

一
、
二
二
二
、
〇
〇
〇
円 

 

 

（
目
的
及
び
適
用
範
囲
） 

第
一
条 

（
略
） 

 

一
～
六 

（
略
） 

 

七 

内
閣
危
機
管
理
監
及
び
内
閣
情
報
通
信
政
策
監 

 

 

七
の
二 

国
家
安
全
保
障
局
長 

 
八 

内
閣
官
房
副
長
官
補
、
内
閣
広
報
官
及
び
内
閣

情
報
官 

 

九
～
七
十
五 

（
略
） 

 

別
表
第
一 

（
第
三
条
関
係
） 

 

官
職
名 
俸
給
月
額 

 

 

（
略
） 

（
略
） 

 

 

検
査
官
（
会
計
検
査
院

長
を
除
く
。
） 

人
事
官
（
人
事
院
総
裁

一
、
二
二
二
、
〇
〇
〇
円 

 

 

（
目
的
及
び
適
用
範
囲
） 

第
一
条 

（
略
） 

 

一
～
六 

（
略
） 

 

七 

内
閣
危
機
管
理
監
及
び
内
閣
情
報
通
信
政
策
監 

 （
新
設
） 

 

八 

内
閣
官
房
副
長
官
補
、
内
閣
広
報
官
及
び
内
閣

情
報
官 

 

九
～
七
十
五 

（
略
） 

 

別
表
第
一 

（
第
三
条
関
係
） 

 

官
職
名 

俸
給
月
額 

 

 

（
略
） 

（
略
） 

 

 

検
査
官
（
会
計
検
査
院

長
を
除
く
。
） 

人
事
官
（
人
事
院
総
裁

一
、
二
二
二
、
〇
〇
〇
円 
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を
除
く
。
） 

内
閣
安
全
保
障
危
機

管
理
監
及
び
内
閣
情

報
通
信
政
策
監 

（
削
る
） 

大
臣
政
務
官 

公
害
等
調
整
委
員
会

委
員
長 

運
輸
安
全
委
員
会
委

員
長 

侍
従
長 

 

（
略
） 

（
略
） 

  
 

を
除
く
。
） 

内
閣
危
機
管
理
監
及

び
内
閣
情
報
通
信
政

策
監 

国
家
安
全
保
障
局
長 

大
臣
政
務
官 

公
害
等
調
整
委
員
会

委
員
長 

運
輸
安
全
委
員
会
委

員
長 

侍
従
長 

 
（
略
） 

（
略
） 

  
 

を
除
く
。
） 

内
閣
危
機
管
理
監
及

び
内
閣
情
報
通
信
政

策
監 

（
新
設
） 

大
臣
政
務
官 

公
害
等
調
整
委
員
会

委
員
長 

運
輸
安
全
委
員
会
委

員
長 

侍
従
長 

 

（
略
） 

（
略
） 
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○ 
原
子
力
基
本
法
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
（
附
則
第
二
項
第
三
号
関
係
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
傍
線
部
分
は
修
正
部
分
） 

修 

正 

案 

現 

行 

 

（
組
織
） 

第
三
条
の
五 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

４ 

（
略
） 

 

一 

議
長
及
び
副
議
長
以
外
の
全
て
の
国
務
大
臣
並
び
に
内
閣
安
全
保
障
危
機

管
理
監 

 

二 

（
略
） 

 

（
組
織
） 

第
三
条
の
五 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

４ 

（
略
） 

 

一 

議
長
及
び
副
議
長
以
外
の
全
て
の
国
務
大
臣
並
び
に
内
閣
危
機
管
理
監 

 

二 

（
略
） 
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○ 
災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
）
（
附
則
第
二
項
第
四
号
関
係
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
傍
線
部
分
は
修
正
部
分
） 

修 

正 

案 

現 

行 

 

（
緊
急
災
害
対
策
本
部
の
組
織
） 

第
二
十
八
条
の
三 

（
略
） 

２
～
５ 

（
略
） 

６ 

（
略
） 

 

一 
 

 

二 

内
閣
安
全
保
障
危
機
管
理
監 

 

三 
 

７
～

 

（
略
） 

（
緊
急
災
害
対
策
本
部
の
組
織
） 

第
二
十
八
条
の
三 

（
略
） 

２
～
５ 

（
略
） 

６ 

（
略
） 

 

一 

（
略
） 

 

二 

内
閣
危
機
管
理
監 

 

三 

（
略
） 

７
～

 

（
略
） 
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○ 
大
規
模
地
震
対
策
特
別
措
置
法
（
昭
和
五
十
三
年
法
律
第
七
十
三
号
）
（
附
則
第
二
項
第
五
号
関
係
） 

 
 
 
 
 
 

（
傍
線
部
分
は
修
正
部
分
） 

修 

正 

案 

現 

行 

 

（
警
戒
本
部
の
組
織
） 

第
十
一
条 

（
略
） 

２
～
５ 

（
略
） 

６ 

（
略
） 

 

一 

（
略
） 

 

二 

内
閣
安
全
保
障
危
機
管
理
監 

 

三 

（
略
） 

７ 

（
略
） 

 

（
警
戒
本
部
の
組
織
） 

第
十
一
条 

（
略
） 

２
～
５ 

（
略
） 

６ 

（
略
） 

 

一 

（
略
） 

 

二 

内
閣
危
機
管
理
監 

 

三 

（
略
） 

７ 

（
略
） 

  



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

- 18 - 

○ 
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
（
附
則
第
二
項
第
六
号
関
係
） 

 
 
 
 
 
 

（
傍
線
部
分
は
修
正
部
分
） 

修 

正 

案 

現 

行 

 

（
組
織
） 

第
十
七
条 

（
略
） 

２
～
６ 

（
略
） 

７ 

（
略
） 

 

一 

（
略
） 

 

二 

内
閣
安
全
保
障
危
機
管
理
監 

 

三 

（
略
） 

８
～

 

（
略
） 

（
組
織
） 

第
十
七
条 

（
略
） 

２
～
６ 

（
略
） 

７ 

（
略
） 

 

一 

（
略
） 

 

二 

内
閣
危
機
管
理
監 

 

三 

（
略
） 

８
～

 

（
略
） 

 

  


